
 

 

 

 

 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」により、医療・福祉・学校等に

関する事業所は、結核に係る健康診断を行わねばなりません。  

市町村の６５歳以上の住民に対する結核健診、乳児の予防接種（BCG）の実施後及び事業所の

結核健康診断の実施後は、所轄保健所に結果を報告することが同法律で義務づけられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奈良県公式ホームページトップ画面「電子行政サービス  ｅ古都なら」から報告できます。  

電子申請→手続き申込→手続き名の選択→利用者登録ログイン  又は  登録なしで報告

（メールアドレス入力）→メールが届き、メール内の URL へアクセス→項目の入力→  

確認画面→報告  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                          「結核」で検索すると早くみつけられます  

 

 

 

※利用者登録をしておくと、毎回の事業所名や  

申請者名、住所など入力を省略することが  

でき、便利です。  

結核健康診断および予防接種（BCG）の報告について  

報告は、郵送等の他、「電子申請」でも受け付けています。  


